
がん検診の精度管理とがん部会について

令和５年８月９日

保健医療局

保健政策部 健康推進課
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１ がん対策制度の変遷
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わが国のがん対策について

H19 がん対策基本法施行

がん対策推進基本計画(第10条)→第1期(～H24）の計画を策定、

都道府県がん対策推進計画(第12条）、がん予防の推進(第13条)、がん検診の質の向上(第14条)

H20 「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」

H24 第2期がん対策推進基本計画（～H29)

H25

H28 がん対策基本法改正

がんの原因となる感染症並びに性別、年齢など予防に関する啓発等(第13条）、

がん早期発見の推進（第14条）

検診の精度管理水準を
測る指標

東京都がん対策推進計画(～H24)

＜取り組むべき施策＞
・都道府県は生活習慣病検診等管理指導協議会の活性を図り、検診の実施方法や精度管理の向上に取り組む
・職域/人間ドック/医療現場で行われる検診等も含めた、正確な実態把握(受診率だけでなく、検診項目なども)

・職域がん検診でも科学的根拠のある検診の実施

東京都がん対策推進計画 第一次改定(～H29)

〇事業評価のためのチェックリスト/プロセス指標
〇都道府県/市町村/検診機関の役割

（厚生労働省「がん検診事業の評価に関する委員会」）
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わが国のがん対策について

H29 第３期がん対策推進基本計画（～R4)
○全体目標：「がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんの克服を目指す。」
- 科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 など
○個別目標
・男女とも対策型検診で行われているすべてのがん種において、がん検診の受診率の
目標値を50％とする。
・国は、精密検査受診率の目標値を90％とする。 など

H30

R４.６ 第３期がん対策推進基本計画中間評価
〇「科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実」分野
(2)がんの早期発見、がん検診
・がん検診受診率目標値未達、
・指針に基づくがん検診の実施やチェックリストの実施について、市区町村への働きかけ
のより一層の推進が必要、等

R５.６ 「がん検診事業の在り方について」

東京都がん対策推進計画 第二次改定(～R5)

（厚生労働省「がん検診のあり方に関する検討会」）
〇「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」の見直し
→目指すべき感度・特異度に基づいたプロセス指標基準値の設定



（国）第４期がん対策推進基本計画
○位置づけ：がん対策基本法（第10条）に基づいて策定された国のがん対策の推進についての基本計画

○計画期間：令和５（2023）年度から令和10（2028）年度
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東京都がん対策推進計画（第二次改定）
○位置づけ：がん対策基本法第12条に定める 「都道府県がん対策推進計画」

○計画期間：平成30（2018）年度～令和5（2023）年度（第二次改定）

がん検診の該当分野
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東京都がん対策推進計画（第二次改定）
分野別施策（抜粋）

がんの早期発見（二次予防）に向けた取組の推進

１ がん検診の受診率向上に関する取組の推進
(1)受診率向上に向けた関係機関支援の推進
(2)がん検診に関する普及啓発の推進

２ 科学的根拠に基づくがん検診の実施及び質の向上に関する取組の推進
(1)科学的根拠に基づくがん検診の実施
(2)職域におけるがん検診の適切な実施に向けた支援の推進

指標 目標値 現行値 出典

がん検診受診率 ５がん 50％

胃がん:51.5%
肺がん:56.9%
大腸がん:59.0%
子宮頸がん:48.0%
乳がん:50.3%
（令和2年度）

健康増進法に基づく
がん検診の対象人口率等調査

がん検診精密検査受診率 ５がん 90%

胃がん (X線):71.8％
肺がん:69.3％
大腸がん:57.5％
子宮頸がん:76.6％
乳がん:87.1％
（令和２年度）

精度管理評価事業

全ての区市町村で科学的根拠に
基づくがん検診の実施

全区市町村
完全遵守(※)
13自治体
（令和４年度）

精度管理評価事業

7
(※)「がん種」「検査方法」「検診対象者」「実施回数」全てについて国が示す「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指

針」（平成20年3月31日付健発第0331058号厚生労働省健康局長通知別添（令和３年10月１日一部改正））どおりであること
。



２ 東京都生活習慣病検診管理指導協議会

がん部会について
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がん検診精度管理における各組織間の関係
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都道府県

検診機関

生活習慣病検診等管理指導協議会(がん部会)

区市町村

フィードバック
助言・指導

フィードバック
助言・指導

フィードバック
助言・指導

モニタリング

モニタリング

参考：「がん検診事業の在り方について」

住民
評価公表

連携 ・検診の専門家による、指標の
分析方法や結果の解釈等に関
する意見
→専門家の意見の下、適切かつ
実行可能な改善策を検討する。



●健康診査管理指導等事業実施のための指針
（平成２０年３月３１日付 健総発第０３３１０１２号 厚生労働省健康局総務課長通知）

●東京都 健康診査管理指導等事業実施要綱
(平10年6月1日付 10衛健成第23号)

（抜粋）

第１ 事業の目的
区市町村、医療保険者等で実施される健康診査の実施状況や検診実施機関

の精度管理の状況を把握・評価して専門的な見地から適切な指導を行うとともに、
これら健康診査に従事している者の資質の向上を行うことにより、東京都におけ
る保健事業のより効果的、効率的な実施を図ることを目的とする。

第３ 事業の内容
１ 生活習慣病検診管理指導協議会
２ 生活習慣病検診従事者講習会

第４ 生活習慣病検診管理指導協議会の設置及び運営
協議会の設置・運営について必要な事項は別に定める。

東京都生活習慣病検診管理指導協議会

がん部会の実施根拠

東京都生活習慣病検診管理指導協議会

がん部会の実施根拠
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●東京都 生活習慣病検診管理指導協議会設置要綱
(平成10年6月29日付 １０衛健成第46号)

（抜粋）
第１条

区市町村及び検診実施機関に対し、検診の実施方法や精度管理の在り方
等について専門的見地から適切な指導を行うために、東京都生活習慣病検
診管理指導協議会を設置・運営する。

第７条

６ がん部会

区市町村において実施した各がん検診の受診率、要精検率、精検受診

率及びがん発見率等を検討するとともに、その効果や効率を評価し、検診

の精度管理を行う。

東京都生活習慣病検診管理指導協議会

がん部会における検討事項

東京都生活習慣病検診管理指導協議会

がん部会における検討事項
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東京都生活習慣病検診管理指導協議会

がん部会 令和５年度年間予定

東京都生活習慣病検診管理指導協議会

がん部会 令和５年度年間予定

８月・・・・・・第１回がん部会開催

（精度管理評価事業の実施について）

９月以降・・・・・・第１回がん部会 次第・資料・議事録の公表

２～３月・・・第２回がん部会 開催

（精度管理評価事業の結果について）

４月・・・・・・精度管理評価事業結果の公表

５月以降・・・・・第２回がん部会次第・資料・議事録の公表
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３ 東京都の状況について
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１．都内自治体の指針遵守状況(R4精度管理評価事業より)

「完全遵守」：5がんについて指針

通りに実施しており、前立腺がん
等の指針外検診を実施していない
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胃がん検診

肺がん検診
大腸がん検

診
子宮頸がん
検診

乳がん検診
エックス線 内視鏡

受診率(※) R3年度 11.4% 12.5% 22.2% 20.9% 20.9%

Ｒ2年度 11.3% 11.7% 21.6% 20.3% 20.8%

R1年度 10.2% 10.5% 20.9% 18.6% 20.6%

精検受診率 R2年度 71.8% 83.7% 69.3% 57.5% 76.6% 87.1%

R1年度 71.2% 89.8% 63.2% 56.7% 70.1% 85.0%

H30年度 76.0% 93.7% 66.7% 57.2% 72.4% 84.9%

精検未受診率 R2年度 7.1% 0.6% 4.9% 17.1% 4.0% 2.1%

R1年度 6.3% 0.8% 3.6% 15.8% 4.1% 2.9%

H30年度 4.4% 0.7% 2.9% 14.1% 3.7% 2.1%

精検未把握率 R2年度 21.1% 15.7% 25.8% 25.4% 19.4% 10.8%

R1年度 22.4% 9.4% 33.3% 27.5% 25.7% 12.1%

H30年度 19.6% 5.7% 30.4% 28.7% 23.9% 13.0%

２ 主なプロセス指標の状況(R4精度管理評価事業より)
・がん検診種別ごとに、国指針に示す検診方法に沿った実施分について集計

・精検受診率＋精検未受診率＋精検未把握率 ＝ 100%

・受診率、精検受診率、精検未受診率、精検未把握率は、令和元年度(受診率のみ令和２年度)と比

較して改善した値を黄色網掛けで記載

※令和２年度から受診率算出に使用する対象人口率（５年に１度改定）を変更しているため、
令和元年度以前と令和２年度以降とでは一概に比較ができない。


